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議案第７６号  

 

   専決処分の承認について（藤沢市市営住宅条例の一部を改正する条例） 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により，藤沢市市営住宅条例の一部を改正す

る条例を次のとおり専決処分したので，同条第３項の規定により，これを報告し，

その承認を求める。 

  ２０２１年（令和３年）２月１５日提出 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

専   決   処   分   書 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により，次の条例を専決処分する。 

  ２０２０年（令和２年）１２月２４日 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫    

 

 

 

藤沢市市営住宅条例の一部を改正する条例 

藤沢市市営住宅条例（平成９年藤沢市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４号オを削り，同号エ中「ア」を「イ」に，「第１条第３号ニ」を「第

１条第３号ホ」に，「同条第３号ニ」を「同条第３号ホ」に改め，同エを同号オと

し，同号ウ中「第１条第３号ハ」を「第１条第３号ニ」に改め，同ウを同号エとし，

同号イ中「第１条第３号ロ」を「第１条第３号ハ」に改め，同イを同号ウとし，同

号ア中「公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号。以下「政令」という。）

第１条第３号イ」を「政令第１条第３号ロ」に改め，同アを同号イとし，同イの前

に次のように加える。 

ア 入居者又は同居者に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得又は同法
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第３５条第３項に規定する公的年金等に係る雑所得（以下このアにおいて

「給与所得等」という。）を有する者がある場合には，その給与所得等を有

する者１人につき公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号。以下「政

令」という。）第１条第３号イに定める額（その者の給与所得等の金額の合

計額が当該定める額未満である場合には，当該合計額） 

第２条第４号に次のように加える。 

カ 入居者又は同居者に所得税法第２条第１項第３０号に規定する寡婦がある

場合には，その寡婦１人につき政令第１条第３号ヘに定める額（その者の所

得金額からアの規定により控除する金額を控除した残額が当該定める額未満

である場合には，当該残額） 

キ 入居者又は同居者に所得税法第２条第１項第３１号に規定するひとり親が

ある場合には，そのひとり親１人につき政令第１条第３号トに定める額（そ

の者の所得金額からアの規定により控除する金額を控除した残額が当該定め

る額未満である場合には，当該残額） 

附 則 

１ この条例は，令和３年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の藤沢市市営住宅条例（次項において「新条例」とい

う。）第２条第４号の規定は，令和３年７月１日以後に行われる藤沢市市営住宅

条例第１６条第１項，第１７条第１項から第５項まで，第３１条第１項若しくは

第２項又は第３３条第２項に規定する収入の計算（以下この項において「収入の

計算」という。）について適用し，同日前に行われる収入の計算については，な

お従前の例による。 

３ 前項に定めるもののほか，新条例第２条第４号の規定は，令和３年７月１日以

後に開始される市営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者及び藤沢

市市営住宅条例第６条各号に規定する者について同日以後に市営住宅の入居の申

込みをした者に係る同条例第７条第１項第３号又は第１０条第１項第５号に規定

する収入の計算（以下この項において「収入の計算」という。）について適用し，

同日前に開始される市営住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者及び

同条例第６条各号に規定する者で同日前に市営住宅の入居の申込みをしたものに

係る収入の計算については，なお従前の例による。 
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提案理由 

令和２年１２月２３日に公営住宅法施行令の一部を改正する政令が公布され，令

和３年１月１日から施行することとされたことに伴い，藤沢市市営住宅条例に係る

所要の改正について同日から施行する必要があったことから，令和２年１２月２４

日付けで藤沢市市営住宅条例の一部を改正する条例を専決処分したので，地方自治

法第１７９条第３項の規定によりその承認を求める必要による。 

 

 

 

参 考 

  地方自治法 抜粋 

第１７９条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき，第１１３条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき，普通地方公共団体の長において

議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕

がないことが明らかであると認めるとき，又は議会において議決すべき事件を議

決しないときは，当該普通地方公共団体の長は，その議決すべき事件を処分する

ことができる。ただし，第１６２条の規定による副知事又は副市町村長の選任の

同意及び第２５２条の２０の２第４項の規定による第２５２条の１９第１項に規

定する指定都市の総合区長の選任の同意については，この限りでない。 

３ 前２項の規定による処置については，普通地方公共団体の長は，次の会議にお

いてこれを議会に報告し，その承認を求めなければならない。 


